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３ 職員の配置状況 

     令和５年６月１日現在 

所  属  名 職 員 数 所  属  名 職 員 数 

総 務 室 9           ス ポ ー ツ セ ン タ ー  26  (12)  ⑤ 

ス ポ ー ツ 課 34          

    

本  庁  機  関  計 43        出 先 機 関 計  26  (12)  ⑤ 

  ス ポ ー ツ 局 計 69  (12)  ⑤ 

 
 
 

注 1 一般職常勤職員（臨時的任用職員を除く。）及び暫定再任用職員について掲載。 

2 総務室には、局長、総務室長及び管理担当課長を含む。 

3 ( )内は併任及び兼務職員を外数で示す。 

4 ○内は、暫定再任用職員を内数で示す。 
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４ 各室課分掌事務 

総務室   

１ スポーツ局の所管行政の企画及び調整に関すること。 

２ スポーツ局所属職員の人事及び給与、旅費等の総括に関すること。 

３ スポーツ局の所管行政に係る重要事業の進行管理に関すること。 

４ スポーツ局の所管行政に係る事務能率の増進に関すること。 

５ スポーツ局の所管行政に係る情報公開、情報提供、個人情報の保護及び広聴の総括に関すること。 

６ スポーツ局の予算の経理に関すること。 

７ その他スポーツ局内他課の主管に属しないこと。 

 

スポーツ課  

１ スポーツ（学校体育を除く。以下同じ。）の振興に係る総合的企画及び調整に関すること。 

２ スポーツについての指導、助言等に関すること。 

３ スポーツ施設の整備、管理及び活用に関すること。 

４ スポーツ指導者等の研修、養成等に関すること。 

５ スポーツ関係団体の育成、指導等に関すること。 

６ スポーツ安全対策に関すること。 

    

 

５ 附属機関 

附属機関名称 審議会等の内容 設置根拠 任期 委員数 所属 

神奈川県スポーツ
推進審議会 

スポーツ基本法（平成23
年法律第78号）第31条の規
定に基づき、スポーツ推進
計画その他のスポーツの推
進に関する重要事項につき
知事又は教育委員会の諮問
に応じて調査審議し、その
結果を報告し、又は意見を
建議すること。 

附属機関の設
置に関する条
例（昭和28年3
月28日条例第
5号） 

２年 20人以内 スポーツ課 
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１ 　 令和５ 年度主要事業体系図（ かながわグラ ンド デザイ ン主要施策に基づく ）

    新 印は、 令和５ 年度新規事業です。        ①　 全市町村
    丸数字は、 事業の対象区域を示すも のです。        ②　 政令市を 除く 市町村

       ③　 政令市・ 中核市を 除く 市町村
　 　 （ 　 ） は再掲、 ＜　 ＞は他局事業で関連する        ④　 政令市・ 中核市・ 保健所政令市を除く 市町村
　 　 事業です。        ⑤　 横浜市、 川崎市を 除く 市町村

       ⑥　 町村のみ
       ⑦　 特定市町村
       ⑧　 その他

分類

 

新 ウ　 スポーツツーリ ズム推進事業費 20, 668千円 ①

新 コ 　 スポーツツーリ ズム推進事業費（ 再掲） ( 20, 668千円) ①

エ　 山岳スポーツセンタ ーク ラ イ ミ ング設備改修工
　   事費

①

ク 　 障害者スポーツサポータ ー養成事業費 1, 679千円 ①

ケ　 生涯スポーツ推進事業費（ 再掲） ( 9, 096千円) ①

カ 　 スポーツ医科学・ 栄養サポート 事業費 5, 988千円 ①

キ　 競技スポーツ振興事業費

１  誰も が生涯
 を通じ て楽し
 めるスポーツ
 活動の推進

( 1) かながわパラ ス
ポーツの推進

ア　 かながわパラ スポーツ推進事業費 11, 310千円 ①

イ 　 かながわパラ スポーツ推進強化事業費 30, 359千円 ①

( 2) 楽し みながら 行
う スポーツへの
き っ かけづく り

ア　 生涯スポーツ推進事業費 9, 096千円 ①

イ 　 幼児期から の運動習慣形成事業費 6, 946千円 ①

( 3) スポーツに親し
む意欲や態度の
育成

ア　 かながわパラ スポーツ推進事業費（ 再掲） ( 11, 310千円) ①

イ 　 かながわパラ スポーツ推進強化事業費（ 再掲） ( 30, 359千円) ①

ウ　 生涯スポーツ推進事業費（ 再掲） ( 9, 096千円) ①

( 6, 946千円) ①エ　 幼児期から の運動習慣形成事業費（ 再掲）

新 オ　 地域スポーツク ラ ブ活動体制整備事業費 23, 790千円 ①

( 4) スポーツを行う
習慣の確立

ア　 生涯スポーツ推進事業費（ 再掲） ( 9, 096千円) ①

イ 　 幼児期から の運動習慣形成事業費（ 再掲）

イ 　 高齢者スポーツ推進事業費 32, 236千円 ①

( 6, 946千円) ①

( 5) スポーツを通じ
た健康・ 生き が
いづく り

ア　 スポーツによる未病改善実践事業費 2, 504千円 ①

新 ウ　 働く 世代の女性の運動促進事業費 <53, 973千円> ①

カ 　 かながわパラ スポーツ推進事業費（ 再掲） ( 11, 310千円) ①

２  スポーツ活
 動を 拡げる環
 境づく り

( 1) スポーツ活動の
環境整備

ア　 スポーツセンタ ー費 ①

オ　 武道館整備工事費 1, 166, 000千円 ①

82, 000千円 ①

新

561, 520千円

新 4, 600千円 ①
ウ　 スポーツセンタ ー球技場１ 観客席防水改修工事
　   実施設計費

①

エ　 タ レ ント 発掘・ 育成事業費 10, 676千円 ①

オ　 障害者スポーツサポータ ー養成事業費（ 再掲）

ウ　 生涯スポーツ推進事業費（ 再掲） ( 9, 096千円) ①

イ 　 スポーツセンタ ーアリ ーナ１ 改修工事費 175, 000千円 ①

66, 698千円 ①

サ　 地域スポーツク ラ ブ活動体制整備事業費
　   （ 再掲）

( 23, 790千円) ①

11, 973千円

新

( 1, 679千円) ①

( 2) 障がい者スポー
ツの推進

ア　 障害者アスリ ート 支援事業費補助 15, 886千円 ①

イ 　 障害者スポーツ普及推進事業費

ウ　 県精神障害者スポーツ大会開催事業費 4, 290千円

一

部

一

部
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キ　 かながわパラ スポーツ推進強化事業費（ 再掲） ( 30, 359千円) ①

①

ウ　 競技スポーツ振興事業費（ 再掲） ( 11, 973千円) ①

ク 　 スポーツ医科学・ 栄養サポート 事業費（ 再掲） ( 5, 988千円) ①

( 3) アスリ ート の育
成

ア　 国民体育大会等関連事業費 365, 494千円 ①

イ 　 スポーツ医科学・ 栄養サポート 事業費（ 再掲） ( 5, 988千円)

オ　 障害者アスリ ート 支援事業費補助（ 再掲） ( 15, 886千円) ①

エ　 タ レント 発掘・ 育成事業費（ 再掲） ( 10, 676千円) ①

ス　 スポーツセンタ ー費（ 再掲）

サ　 障害者アスリ ート 支援事業費補助（ 再掲）

( 561, 520千円) ①

( 15, 886千円) ①

セ　 武道館整備工事費（ 再掲） ( 1, 166, 000千円) ①

シ　 高齢者スポーツ推進事業費（ 再掲） ( 32, 236千円) ①

３  大規模スポ
 －ツイ ベント
 の成功と その
 レガシーの創
 出・ 継承

( 1) 大会を契機と し
たスポーツの普
及推進、 レガ
シーの創出・ 継
承 ウ　 オリ ンピッ ク ・ パラ リ ンピッ ク 機運継承事業費

エ　 スポーツツーリ ズム推進事業費（ 再掲）

オ　 競技スポーツ振興事業費（ 再掲）

イ 　 セーリ ング体験事業費

ア　 セーリ ング普及推進事業費

( 5, 988千円)

ク 　 スポーツによる未病改善実践事業費（ 再掲）

キ　 かながわパラ スポーツ推進強化事業費（ 再掲）

カ 　 かながわパラ スポーツ推進事業費（ 再掲）

1, 468千円

( 11, 973千円)

( 11, 310千円)

( 30, 359千円)

( 2, 504千円)

新

コ 　 タ レント 発掘・ 育成事業費（ 再掲）

ケ　 スポーツ医科学・ 栄養サポート 事業費（ 再掲）

①

①

①

①

①

①

①

①

①

①( 10, 676千円)

( 20, 668千円)

9, 750千円

6, 957千円

一

部
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２  令和５ 年度主要事業の概要  

 

○新  印は、 令和５ 年度新規事業です。  

  丸数字は、 事業の対象区域を示すも のです。  

 

（  ） は再掲、 ＜ ＞は他局事業で関連する 

事業です。  

 

 

 

 

 

１  誰も が生涯を 通じ て楽し めるスポーツ活動の推進 

( 1)  かながわパラ スポーツの推進 

ア かながわパラ スポーツ推進事業費  ①           11, 310 千円 

「 かながわパラ スポーツ」 の普及推進のため、 市町村や団体と 連携し 、 かなが

わパラ スポーツ フ ェ スタ や体験会等を 開催する と と も に、 貸出用具の購入によ

り パラ スポーツの環境整備を行う 。  

 

イ  かながわパラ スポーツ推進強化事業費 ①             30, 359千円 

「 かながわパラ スポーツ」 のさ ら なる 推進のため、 スポーツセン タ ー（ 藤沢市

善行） や特別支援学校の体育施設等を 活用し て、 障がい者が日常的にスポーツ

に取り 組める よ う 、 スポーツ 教室等を 開催する と と も に、 スポーツ セン タ ーの

パラ スポーツ用具を 拡充する。  

  

( 2)  楽し みながら 行う スポーツへのき っ かけづく り  

ア 生涯スポーツ推進事業費 ①                     9, 096 千円 

スポーツに親し むき っ かけを創り 、 スポーツの習慣化を図るため、 生涯スポー

ツの普及・ 啓発を継続的に行う と と も に、 スポーツセンタ ー（ 藤沢市善行） にお

いて、 総合型地域スポーツク ラ ブの支援を行う ほか、 スポーツ情報の収集・ 提供

等により 県内のスポーツ活動を幅広く 支援する。  

  

イ  幼児期から の運動習慣形成事業費 ①            6, 946 千円 

幼児期の運動習慣の形成及び児童期の体力向上を図るため、 市町村と 連携し て

運動遊びの重要性を 普及・ 啓発すると と も に、 運動遊びを体験する機会を提供す

る。  

 

ウ スポーツツーリ ズム推進事業費 ①                 20, 668千円 

スポーツ を 通じ た地域活性化に向けて、 グルメ 、 観光、 スポーツ 体験を 楽し

みながら 県内地域を 巡る サイ ク ルツ ーリ ズムを 推進する ため、 新たに地域の魅

力を 活かし たルート プラ ン 作成、 アプリ によ る 情報発信、 体験イ ベン ト を 様々

な主体と 連携し 実施する。  

  

新 一部 

① 全市町村 

② 政令市を除く 市町村 

③ 政令市・ 中核市を除く 市町村 

④ 政令市・ 中核市・ 保健所政令市を除く 市町村 

⑤ 横浜市、 川崎市を除く 市町村 

⑥ 町村のみ 

⑦ 特定市町村 

⑧ その他 
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( 3)  スポーツに親し む意欲や態度の育成  

ア かながわパラ スポーツ推進事業費（ 再掲）  ①       （ 11, 310 千円）  

「 かながわパラ スポーツ」 の普及推進のため、 市町村や団体と 連携し 、 かなが

わパラ スポーツ フ ェ スタ や体験会等を 開催する と と も に、 貸出用具の購入によ

り パラ スポーツの環境整備を行う 。  

 

イ  かながわパラ スポーツ推進強化事業費（ 再掲）  ①      （ 30, 359 千円）  

「 かながわパラ スポーツ」 のさ ら なる 推進のため、 スポーツセン タ ー（ 藤沢市

善行） や特別支援学校の体育施設等を 活用し て、 障がい者が日常的にスポーツ

に取り 組める よ う 、 スポーツ 教室等を 開催する と と も に、 スポーツ セン タ ーの

パラ スポーツ用具を 拡充する。  

 

ウ 生涯スポーツ推進事業費（ 再掲）  ①         （ 9, 096 千円）  

スポーツに親し むき っ かけを創り 、 スポーツの習慣化を図るため、 生涯スポー

ツの普及・ 啓発を継続的に行う と と も に、 スポーツセンタ ー（ 藤沢市善行） にお

いて、 総合型地域スポーツク ラ ブの支援を行う ほか、 スポーツ情報の収集・ 提供

等により 県内のスポーツ活動を幅広く 支援する。  

  

エ 幼児期から の運動習慣形成事業費（ 再掲）  ①              （ 6, 946 千円）  

幼児期の運動習慣の形成及び児童期の体力向上を図るため、 市町村と 連携し て

運動遊びの重要性を 普及・ 啓発すると と も に、 運動遊びを体験する機会を提供す

る。  

  

オ 地域スポーツク ラ ブ活動体制整備事業費 ①             23, 790 千円   

生徒がスポーツ ・ 文化芸術活動に継続し て親し むこ と ができ る 機会を 確保す

る と と も に、 教員の働き 方改革を 推進する ため、 部活動の地域移行等に向けた

実証事業の実施や担い手と なる 指導者等を 登録する 広域的な人材バン ク の設置

を 行う 。  

 

( 4)  スポーツを行う 習慣の確立 

ア 生涯スポーツ推進事業費（ 再掲）  ①           （ 9, 096 千円）    

スポーツに親し むき っ かけを創り 、 スポーツの習慣化を図るため、 生涯スポー

ツの普及・ 啓発を継続的に行う と と も に、 スポーツセンタ ー（ 藤沢市善行） にお

いて、 総合型地域スポーツク ラ ブの支援を行う ほか、 スポーツ情報の収集・ 提供

等により 県内のスポーツ活動を幅広く 支援する。  

  

イ  幼児期から の運動習慣形成事業費（ 再掲）  ①      （ 6, 946 千円）  

幼児期の運動習慣の形成及び児童期の体力向上を図るため、 市町村と 連携し て

運動遊びの重要性を 普及・ 啓発すると と も に、 運動遊びを体験する機会を提供す

る。  

  

ウ 働く 世代の女性の運動促進事業費 ①             <  53, 973千円>  

全国の中でも 腰痛等の体の不調を 訴える 割合が高く 、 運動する 時間が取り に

く い本県の働く 世代の女性に行動変容を 促すため、 就業時間内に実施する 運動

プロ グラ ムを 提供する 職場訪問事業や商業施設でのウォ ーキン グ促進事業等を

実施する。  

 

新 

新 
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( 5)  スポーツを 通じ た健康・ 生き がいづく り  

ア スポーツによる未病改善実践事業費 ①             2, 504 千円 

スポーツ によ る 未病改善を 推進する ため、 スポーツ セン タ ー（ 藤沢市善行）

と 大学等の専門機関と の連携のも と 、 県民が自ら の体力や運動能力を 把握し 、

未病改善に向けた効果的な スポーツ 活動を 行う こ と を 総合的にサポート する

「 未病改善スポーツド ッ ク 」 を 実施する。  

 

イ  高齢者スポーツ推進事業費 ①            32, 236 千円 

高齢者の社会参画や健康・ 生き がいづく り を 支援する ため、 高齢者のスポー

ツ や文化活動の成果を 発表する 「 ゆめかながわシニアフ ェ スタ 」 を 開催する と

と も に、 愛媛県で開催予定の全国健康福祉祭えひめ大会（ ねんり んピ ッ ク ） へ

神奈川県選手団の派遣等を 行う 。  

  

ウ 生涯スポーツ推進事業費（ 再掲）  ①           （ 9, 096 千円）  

スポーツに親し むきっ かけを創り 、 スポーツの習慣化を図るため、 生涯スポー

ツの普及・ 啓発を継続的に行う と と も に、 スポーツセンタ ー（ 藤沢市善行） にお

いて、 総合型地域スポーツク ラ ブの支援を行う ほか、 スポーツ情報の収集・ 提供

等により 県内のスポーツ活動を幅広く 支援する。  

   

２  スポーツ活動を 拡げる環境づく り  

( 1)  スポーツ活動の環境整備 

ア スポーツセンタ ー費 ①                    561, 520 千円 

スポーツ セン タ ー（ 藤沢市善行） を 適切に運営する ため、 施設の維持管理等

を 行う 。  

 

イ  スポーツセンタ ーアリ ーナ１ 改修工事費 ①           175, 000 千円 

スポーツ セン タ ー（ 藤沢市善行） の競技環境を 整備する ため、 施設の老朽化

対策工事や天井等の改修工事を 行う 。  

  

ウ スポーツセンタ ー球技場１ 観客席防水改修工事実施設計費 ①   4, 600 千円 

スポーツ セン タ ー（ 藤沢市善行） の競技環境を 整備する ため、 球技場１ の観

客席防水改修工事の実施設計を 行う 。  

 

エ 山岳スポーツセンタ ーク ラ イ ミ ング設備改修工事費 ①     82, 000 千円  

山岳スポーツ セン タ ー（ 秦野市戸川） の競技環境を 整備する ため、 リ ード ウ

ォ ールの機械設備の改修工事を 行う 。  

  

オ 武道館整備工事費 ①                   1, 166, 000 千円 

武道館（ 横浜市港北区岸根町） の競技環境を 整備する ため、 施設の老朽化対

策改修工事及び冷暖房設備工事を行う 。  

  

カ  スポーツ医科学・ 栄養サポート 事業費 ①                    5, 988 千円 
スポーツ医科学及び栄養学的側面から 競技力向上やスポーツ障害の予防を図る

ため、 スポーツ センタ ー（ 藤沢市善行） において、 ジュ ニア・ ユースアスリ ート

等を対象にし たト レ ーニング指導や、 食事摂取や栄養バラ ンスに関するセミ ナー

等を実施する。  

  

新 

新 
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